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   函館市立の小学校・中学校等の事務主任・専門員の命課基準 

 

１ 函館市立学校管理規則第９条の３および５に定める事務主任および 

専門員は，「市町村立の小・中学校等における事務主任・専門員の命 

課に関する取扱要領」（平成３０年２月７日北海道教育委員会教育長  

決定。以下「取扱要領」という。）の第２に規定する事務主任等の命 

課基準を満たす事務職員および学校栄養職員のうちから命課する。 

 

２ 命課日は，原則として毎年４月１日とする。ただし，採用時におい 

て取扱要領第２の１の（１）および（３）に該当する者については， 

採用時に事務主任および専門員に命課することができるものとする。  

 

３ この基準は，平成３０年４月１日から施行する。  


